
 特定処遇改善加算  
 

《介護職員特定処遇改善加算とは》 

特定処遇改善加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、 

介護報酬をさらに加算して支給する制度になります。 

 

《介護職員等特定処遇改善加算の取得要件》 

●現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得していること 

●介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

●介護職員処遇改善加算に基づく取組について、 

ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること 

 


